
構造計算適合性判定機関より追加説明を求められた場合の

　　弊社への追加説明書の提出についての注意事項とお願い
日本ＥＲＩ株式会社　
　本社確認検査部構造審査課

適合性判定機関より判定できない通知を受け、当社より「適合しているか決定できない旨の通知」を行なった
場合に、当社へご提出いただく追加説明書については、以下の点にご注意ください。

①確認申請追加説明書（書式は弊社ホームページよりダウンロード）　　

・確認申請追加説明書の提出は基本的に
　一部
・追加説明図書は、正本用（正）、副本用（副）、
　適合性判定機関提出用（適）を提出

追加説明一覧参照と明記

②追加説明図書において、構造計算を再検討（又は変更）する場合について

・安全証明書（忘れずにご提出ください）
朱印の本物は委託者に渡し
正・副・適にはコピーを添付

割印

備考に追加説明による構造計算であることを明記

・追加説明用　構造計算書
表紙は安全証明書と割印
正・副・適　分を提出

計算書以外の構造図等は必要に応じて提出

参考　追加説明書一覧
　　建築行政情報センター（ＩＣＢA）
　　HPの審査運用解説参照
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